
第57期
定時株主総会
招集ご通知
日時 2025年10月23日（木曜日）

午前10時（午前９時開場）

議決権行使期限

2025年10月22日（水曜日）
午後５時30分まで

場所
東京都目黒区目黒二丁目10番11号
目黒山手プレイス９階
明豊エンタープライズ本社
会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

株式会社明豊エンタープライズ
証券コード：8927

■ 決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締

役を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役3名選

任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役

１名選任の件
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証券コード：8927
2025年10月８日

（電子提供措置の開始日2025年10月１日）
株 主 各 位

東京都目黒区目黒二丁目10番11号
株式会社明豊エンタープライズ
代表取締役会長兼社長 矢 吹 満

第57期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第57期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://meiho-est.com/ir/ir-li/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「株主総会関連資料」、「第57期定時株主総会招集ご

通知」を順に選択いただき、ご確認ください。）

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
上記の東証ウェブサイトにアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「明豊エンタープライズ」

または「コード」に当社証券コード「8927」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情
報」の順に選択して、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2025
年10月22日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。

敬 具
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記
1. 日 時 2025年10月23日（木曜日）午前10時（午前９時開場）
2. 場 所 東京都目黒区目黒二丁目10番11号

目黒山手プレイス ９階 明豊エンタープライズ本社 会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 会議の目的事項
報 告 事 項 1. 第57期（2024年８月１日から2025年７月31日まで) 事業報告、連結計

算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報
告の件

2. 第57期（2024年８月１日から2025年７月31日まで) 計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

４. その他招集にあたっての決定事項
議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものと
して取り扱わせていただきます。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
あげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。
◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令および当社定款の定めにより、下記の事項を記
載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監
査をした書類の一部であります。
・「事業報告」の「業務の適正を確保するための体制」
・「連結計算書類」の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
・「計算書類」の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
◎Web株主通信「M ʻs connection」のご案内
当社IRサイトにて、Web株主通信「M ʻs connection」を掲載しております。
当社の魅力をより一層ご理解いただける内容となっております。是非ご覧ください。
アドレス：https://meiho-est.com/ir/ir-ms/
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見本
見本

こちらに議案の賛否をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

第１・４号議案

第２・３号議案

賛成の場合
反対する場合

全員賛成の場合
全員反対する場合

一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印
「否」の欄に〇印

「賛」の欄に〇印
「否」の欄に〇印
「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいま
すようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご
提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する
賛否をご表示のうえ、ご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の
表示がない場合は、賛成の意思表示をさ
れたものとして取り扱わせていただきま
す。

次ページの案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

日 時

2025年10月23日（木曜日）
午前10時

（受付開始：午前９時00分）

行使期限

2025年10月22日（水曜日）
午後５時30分到着分まで

行使期限

2025年10月22日（水曜日）
午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

・ 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱い
いたします。
また、インターネットによって複数回数又はパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有
効な議決権行使としてお取扱いいたします。

・ 当社では、定款第18条の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方（１名）に委任する
場合に限られます。なお、同条の定めにより代理権を証明する書面のご提出が必要になりますのでご了承ください。
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御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

（
切
取
線
）

議 決 権 行 使 書

見本

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議
決権行使ウェブサイトにログインすることができます。 議決権行使

ウェブサイト

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号： 0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）

https://www.web54.net
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インターネットによる議決権行使のご案内
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
剰余金の処分につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、

次のとおりといたしたいと存じます。
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき6円50銭
配当総額 191,702,810円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2025年10月24日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
本総会終結のときをもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案にお

いて同じです。）全員（３名）が任期満了となりますので、取締役３名の選任をお願いいたした
いと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１
や ぶき みつる
矢 吹 満

(1969年９月５日生)

2000年 ８月 ㈱麻布ビルディング
代表取締役社長（現任）

2007年 ３月 ランド･キャピタルパートナーズ㈱
代表取締役社長（現任）

2020年 ９月 当社代表取締役会長兼社長（現任）
（現在に至る）

（重要な兼職の状況）
㈱麻布ビルディング 代表取締役社長
ランド･キャピタルパートナーズ㈱ 代表取締役社長

普通株式
13,218,600

株

２
やす だ しゅん じ
安 田 俊 治

(1960年１月６日生)

1983年 ４月 大豊建設㈱入社
2003年10月 同社経営企画室経営企画課長 兼 法務課長
2006年 ４月 当社入社
2008年 ８月 当社執行役員 法務部長
2010年10月 当社取締役 管理部長
2012年 ２月 当社執行役員 管理部長
2015年 ８月 ㈱ハウスセゾンエンタープライズ 監査役
2015年10月 当社取締役執行役員 管理担当
2017年10月 当社取締役常務執行役員 管理部長
2017年10月 ㈱ハウスセゾンエンタープライズ 取締役
2020年 ９月 ㈱明豊プロパティーズ 監査役
2020年 ９月 ㈱ハウスセゾンエンタープライズ

監査役
2021年10月 当社取締役専務執行役員 管理担当（現任）
2022年 ９月 ㈱協栄組 取締役（現任）
2023年 1 月 ㈱明豊エンジニアリング 取締役（現任）
2024年10月 ㈱明豊プロパティーズ 取締役（現任）
2024年10月 ㈱ハウスセゾンエンタープライズ

取締役（現任）
（現在に至る）

（重要な兼職の状況）
㈱明豊プロパティーズ 取締役
㈱協栄組 取締役
㈱明豊エンジニアリング 取締役
㈱ハウスセゾンエンタープライズ 取締役

普通株式
8,300株
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

３ よし だ しげ き
吉 田 茂 樹

(1957年8月17日生)

1980年 ４月 日本新都市開発㈱入社
1982年 ７月 近鉄不動産㈱入社
2002年 ６月 近鉄不動産㈱ 首都圏事業本部部長
2013年 ６月 近鉄不動産㈱執行役員 名古屋支店 支店長
2015年 ６月 当社入社 営業統括部長
2016年 ８月 当社執行役員営業本部長
2021年10月 ㈱明豊プロパティーズ 取締役（現任）
2022年 ９月 ㈱協栄組 取締役
2022年10月 当社取締役執行役員 営業本部長（現任）
2023年 1 月 ㈱明豊エンジニアリング 取締役（現任）
2024年12月 ㈱協栄組 代表取締役（現任）

（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
㈱協栄組 代表取締役
㈱明豊プロパティーズ 取締役
㈱明豊エンジニアリング 取締役

普通株式
34,300株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、

被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることに
よって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補することとしております。候補者が
選任され、就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更
新時には同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本総会終結のときをもって、監査等委員である取締役1名が任期満了となりますので、監査等

委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監
査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１
まつ もと ゆう へい
松 本 悠 平

（1984年９月９日生）

2008年 ４ 月 ㈱リーマン・ブラザーズ証券 入社
2008年 11月 ㈱アドバンテッジパートナーズ

ヴァイスプレジデント
2012年 ４ 月 ㈱カチタス 監査役
2013年 ５ 月 ㈱ほくおうホールディングス 監査役
2014年 12月 ㈱カチタス 取締役
2015年 ６ 月 ㈱ウェイブダッシュ 監査役
2019年 ３ 月 ㈱フィットライフ 代表取締役社長
2021年 10月 当社取締役（監査等委員）(現任)

（現在に至る）

普通株式
0株

２
かん だ あり ひろ
神 田 有 宏

（1963年5月2９日生）

1986 年 ４ 月 東海銀行 入行
1991 年 9 月 東海銀行 ロスアンゼルス支店
1997 年 9 月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社
1998 年 ５ 月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社
2008 年 9 月 ㈱アコーディア・ゴルフ 取締役
2012 年 5 月 PGMホールディングス㈱

代表取締役社長
2020 年 11月 ブルックフィールドジャパン㈱

シニアアドバイザー
2021 年 6 月 ブルックフィールドジャパン㈱

日本代表
2025 年 9 月 FountainVest Group

シニアアドバイザー（現任）
（現在に至る）

普通株式
0株

3
どう めん よう こ
道 面 陽 子

（1971年12月1９日生）
（旧姓：柴田）

1995 年 7 月 ㈱WDI 入社
2004 年 7 月 ㈲柴田陽子事務所 代表取締役（現任）
2018 年 7 月 ㈱BORDERS at BALCONY

代表取締役（現任）
（現在に至る）

（重要な兼職の状況）
㈲柴田陽子事務所 代表取締役
㈱BORDERS at BALCONY 代表取締役

普通株式
0株

（注）1．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2．松本悠平氏、神田有宏氏、道面陽子氏は、社外取締役候補者であります。
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3．松本悠平氏の、当社監査等委員である社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって4年となりま
す。

4．松本悠平氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりであります。
松本悠平氏につきましては、社外取締役に就任された場合に、プライベートエクイティ事業を通じ
て、複数の投資先企業の取締役及び監査役として、投資先企業の評価・バリューアップを行うな

どの幅広い業務経験、また経営者としての幅広い見識を活かして経営から独立した立場で取締役会
の意思決定能力が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするもの
であります。

5．神田有宏氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりであります。
神田有宏氏につきましては、社外取締役に就任された場合に、プライベートエクイティ事業を通じ
て、複数の投資先企業の取締役及び監査役として、投資先企業の評価・バリューアップを行うなど
の幅広い業務経験、また経営者としての幅広い見識を活かして経営から独立した立場で取締役会の
意思決定能力が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするもので
あります。

6．道面陽子氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のとおりであります。
道面陽子氏につきましては、社外取締役に就任された場合に、経営者として長年培ってきた経験を
当社の監査等委員会体制に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願
いするものであります。

7．各候補者は、当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員ではなく、また過去10年間に当社の
特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であったこともありません。

8．各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また
過去２年間に受けていたこともありません。

9．各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その
他これに準ずるものではありません。

10．各候補者は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を
承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったものではありません。

11．当社は松本悠平氏との間で法令に定める額を限度として賠償責任を限定する責任限定契約を締結いた
しております。同氏が再任された場合、上記責任限定契約を継続する予定であります。また、取締役
候補者の神田有宏氏及び道面陽子氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で上記の責任限定契
約を締結する予定であります

12．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることに
よって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補することとしております。各候補者
が選任され、就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回
更新時には同内容での更新を予定しております。
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（参 考）
当社が取締役（現任／候補者）に期待する専門性と経験（スキルマトリックス）

地位 氏名 属性 在任
年数

取締役（現任／候補者）に期待する分野※

企業経営 営業
事業戦略

法務
コンプラ
リスク管理

人事
労務

人材開発
会計
財務 ESG

代表取締役
会長兼社長 矢吹 満 再 任 5年 ● ● ●

専務
取締役 安田 俊治 再 任 10年 ● ● ●

取締役 吉田 茂樹 再 任 3年 ● ● ●

社外取締役 萱野 唯 現 任 独立役員 5年 ● ● ●

社外取締役 山本 泰史 現 任 独立役員 5年 ● ● ●

社外取締役 松本 悠平 再 任 独立役員 4年 ● ● ●

社外取締役 神田 有宏 新 任 独立役員 − ● ● ●

社外取締役 道面 陽子 新 任 独立役員 − ● ● ●

※取締役（現任／候補者）に期待する分野を主要３項目までを記載しております。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の

監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
また、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の

決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。
補欠監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生 年 月 日) 略歴および重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

うちはし とおる
内 橋 徹

(1978年11月27日生)

2007年 ９月 弁護士登録
2007年 ９月 田宮合同法律事務所入所
2008年 ３月 日本弁護士連合会代議員
2011年 ４月 第二東京弁護士会常議員
2018年 ４月 第二東京弁護士会常議員

（現在に至る）

普通株式
０株

（注）１．補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．内橋徹氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
３．内橋徹氏を、補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は以下のと

おりであります。
（1）補欠の監査等委員である社外取締役候補者とする理由について

内橋徹氏につきましては、弁護士として培われた経験と専門的知識を社外取締役に就任された
場合に、当社の監査等委員会体制に活かしていただくため、補欠の監査等委員である社外取締役
として選任をお願いするものであります。

（2）監査等委員である取締役として職務を適切に遂行することができると判断する理由及び期待され
る役割について
内橋徹氏は、弁護士としての豊かな経験を活かして、当社の監査等委員である社外取締役とし

て経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと期待し、補欠の監査等委員である取締役とし
て選任をお願いするものであります。

４．候補者は、当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員ではなく、また過去10年間に当社の特
定関係事業者の業務執行者若しくは役員であったこともありません。

５．候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また
過去２年間に受けていたこともありません。

６．候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その
他これに準ずるものではありません。

７．候補者は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を
承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったものではありません。

８．候補者が監査等委員である取締役に就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。

９．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けること
によって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補することとしております。候補
者が選任され、就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上
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事 業 報 告
（2024

2025
年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

1． 企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況

①事業の経過及び成果
当連結会計年度（2024年８月１日〜2025年７月31日）における我が国経済は、雇

用・所得環境の改善やインバウンド需要の回復等を背景に緩やかな景気回復の動きが見ら
れました。一方で、ウクライナ情勢の長期化、中東情勢に伴う原材料・エネルギー価格の
高止まり、米国の関税措置の今後の成り行き等、経済環境に与える影響が引き続き懸念さ
れる状況です。
当社グループが属する不動産業界においては、住居系不動産を中心とした投資用不動産

につきましては、継続する低金利環境や円安等を背景に、海外投資家の国内不動産に対す
る注目度は高く、供給・需要とも継続して堅調に推移しているものの、土地価格及び建設
工事費等の原価高騰による不動産価格の高額化等、引き続き注意を要する状況でありま
す。
このような事業環境下、当社グループは、各事業セグメントにおいて、以下のような取

り組みを行いました。
不動産開発事業においては、情報分析力、事業企画力などの強みを最大限に生かし、立

地を厳選し、仕入れコストを低減することによる市況変動リスクへの耐性強化を図りなが
ら物件調達力の強化を推進しております。また国内での販売活動に加え、海外セミナーを
実施しインバウンド販売の強化に努めております。その結果、主要ブランド『EL FARO
（エルファーロ）』『MIJAS（ミハス）』事業の販売活動においては、31棟（前年では24棟）
の引渡し、その他、開発事業用地14物件（前年では２物件）の引渡しを行いました。
不動産賃貸事業においては、既存オーナー様の利益を最大化していくため、エリアマー

ケティングに加え、ＡＩ査定システム及び成約事例に基づいたベストな賃料設定、首都圏
仲介会社とのネットワークを活かしたリーシング戦略の提案によって空室解消を目指し、
当社グループの管理物件における高稼働率を実現しております。また、オーナー様との情
報共有専用アプリの本格導入に加え、メーカー保証期間外の設備不具合に対して最長20
年保証可能な住宅設備保証サービスを導入し、資産価値の維持保全に貢献することで更な
る顧客満足度向上を図っております。さらに、主要ブランドである『EL FARO（エルフ
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ァーロ）』『MIJAS（ミハス）』シリーズにつきましては、商品造りから管理まで当社グル
ープにて一貫した「ワンストップサービス」をご提供することにより、高品質、高稼働率
の維持に努め、収益性の高い投資用不動産商品として高評価を得ており、投資用不動産シ
リーズのリピート購入に繋がるなど、グループ内の相乗効果を発揮しております。
不動産仲介事業においては、不動産開発事業など他事業を含めた独自の情報網を活用

し、顧客ニーズに合わせた物件紹介を行うことで、収益拡大に努めております。
建設事業においては、当社グループによる『EL FARO（エルファーロ）』『MIJAS（ミハ
ス）』シリーズ16棟の竣工・引渡し、16棟の設計・施工、その他管理物件の特性に合わせ
たリフォーム・リノベーションを行い収益獲得に努めました。

以上の結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は、１棟投資用不動産シリ
ーズの販売が当初予想を上回る高い利益率・利益額を確保することができ、売上高は、
297億96百万円（前連結会計年度比44.9％増）となり、各段階利益はそれぞれ、営業利
益は33億73百万円（前連結会計年度比44.1％増）、経常利益は26億83百万円（前連結会
計年度比41.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は18億93百万円（前連結会計年
度比37.7％増）となりました。

【報告セグメントの概況】
イ．不動産開発事業においては、賃貸マンション『EL FARO（エルファーロ）』シリーズ
を29棟、賃貸アパート開発事業『MIJAS(ミハス)』シリーズを2棟売却、その他、開発
事業用地を14物件の売却を行いました。その結果、売上高は243億74百万円（前連結
会計年度比53.1％増）、セグメント利益は35億78百万円（前連結会計年度比21.7％増）
となりました。

ロ．不動産賃貸事業においては、グループ会社である不動産管理会社の管理事業における
プロパティーマネージメント報酬等により、売上高は16億31百万円（前連結会計年度
比17.9％減）、セグメント利益は１百万円（前連結会計年度比96.2％減）となりまし
た。

ハ．不動産仲介事業においては、不動産媒介報酬等により、売上高は55百万円（前連結
会計年度比2,704.3％増）、セグメント利益は52百万円（前連結会計年度比2,599.6％
増）となりました。

ニ．建設事業につきましては、工事請負の施工及びリフォーム工事等により、売上高は
36億67百万円（前連結会計年度比39.6％増）、セグメント損失は82百万円（前連結会
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計年度は４億40百万円のセグメント損失）となりました。
ホ．その他につきましては、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に保
険代理業等により、売上高は１億２百万円（前連結会計年度比98.8％増）、セグメント
利益は97百万円（前連結会計年度比91.1％増）となりました。

②設備投資の状況
イ．当連結会計年度中に取得した主要設備

特記すべき事項はありません。
ロ．当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

特記すべき事項はありません。
ハ．当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

当連結会計年度において、株式会社ハウスセゾンエンタープライズ及び株式会社
協栄組が保有する固定資産を売却いたしました。

③資金調達の状況
該当事項はありません。

④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。

⑦吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（2）財産および損益の状況

区 分 第 54 期
（2022年７月期）

第 55 期
（2023年７月期）

第 56 期
（2024年７月期）

第 57 期
（当連結会計年度）
（2025年７月期）

売 上 高（百万円） 11,160 15,247 20,562 29,796

経 常 利 益（百万円） 932 968 1,895 2,683

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 640 637 1,375 1,893
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１株当たり当期純利益 （円） 27.11 23.73 46.64 64.21

総 資 産（百万円） 13,987 22,480 28,104 29,099

純 資 産（百万円） 5,530 7,006 7,990 9,526

１株当たり純資産額 （円） 234.19 237.55 270.74 322.83

（3）重要な親会社および子会社の状況
重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社明豊プロパティーズ 33,200千円 100.0％ 不動産賃貸・不動産仲介

株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 15,000千円 100.0％ 不動産賃貸・不動産仲介

株 式 会 社 協 栄 組 90,000千円 100.0％ 建設
株式会社明豊エンジニアリング 60,000千円 100.0％ 建設
（注）2025年５月２日に連結子会社である株式会社協栄組株式を追加取得し、同社を完全子会社化しており

ます。
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（4）対処すべき課題
当社の賃貸アパートメントブランド『MIJAS（ミハス）』事業を中心とする投資用賃貸

不動産市場においては、地方都市を中心として空家数の増加が続いており、将来的にも高
い入居率が見込める都心エリアへの重点的な物件供給、また付加価値サービスの提供によ
る差別化戦略が求められております。
このような事業課題に対して、「物造りにこだわった、デベロッパー」として、新築１

棟投資用賃貸マンション『EL FARO（エルファーロ）』シリーズ、新築１棟投資用賃貸ア
パート『MIJAS（ミハス）』シリーズ（2025年７月期31棟供給済）を主力事業とし、年
間約37棟前後の供給を計画目標としております。また、新ブランドの新築１棟投資用賃
貸マンション『LOS ARCOS（ロスアルコス）』の販売を予定しており、これら主力事業
の開発地域を、東京23区内でも特に立地の良い城南・城西地区を中心として、情報分析
力、事業企画力などの強みを最大限に生かし、事業の用地仕入れ活動および販売活動を積
極的に展開してまいります。今後の事業展開として、土地取得から企画・設計、建築、販
売、管理、修繕まで一貫する垂直統合モデルに加え、グローバル営業の推進や建設工事の
外部受注強化等、確立した事業モデルを他地域や他分野へ水平展開することで、収益の安
定化と企業価値の最大化を図ります。グループ各社が独自に成長戦略を描き、各社の体制
構築、権限と責任の明確化、意思決定の迅速化により、経営のスピードをさらに引き上げ
ることで、グループ全体の成長を促進し、事業基盤を強化・拡大していき、更なる収益拡
大に向け当社グループ一丸となって事業活動を推進してまいります。

（5）主要な事業内容（2025年７月31日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

不 動 産 開 発 事 業
賃貸マンション『EL FARO（エルファーロ）』
賃貸アパートメント『MIJAS(ミハス）』シリーズ
シリーズの開発・企画・販売他

不 動 産 賃 貸 事 業 賃貸マンションのサブリース業務等

不 動 産 仲 介 事 業 不動産開発事業に関連して発生する仲介業務

建 設 事 業 工事請負の施工及び大型リフォーム工事

そ の 他 保険代理業等
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（6）主要な営業所（2025年７月31日現在）
当 社 本社：東京都目黒区、関西支店：京都府京都市

株式会社明豊プロパティーズ 本社：東京都目黒区

株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 本社：京都府京都市

株 式 会 社 協 栄 組 本社：東京都世田谷区、目黒オフィス：東京都目黒区、
埼玉営業所：埼玉県新座市

株式会社明豊エンジニアリング 本社：東京都目黒区

（7）使用人の状況（2025年７月31日現在）
①企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
151名 3名減

②当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

49名 2名増 33.4歳 4.3年

（8）主要な借入先の状況（2025年７月31日現在）
借 入 先 借 入 残 高

近 畿 産 業 信 用 組 合 3,310百万円
湘 南 信 用 金 庫 953百万円
世 田 谷 信 用 金 庫 795百万円
株 式 会 社 東 日 本 銀 行 769百万円
東 京 シ テ ィ 信 用 金 庫 580百万円
京 都 中 央 信 用 金 庫 513百万円
城 北 信 用 金 庫 500百万円
ハ ナ 信 用 組 合 460百万円
ハ ナ 銀 行 350百万円
川 崎 信 用 金 庫 181百万円

（9）その他当社グループの状況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2． 会社の状況
（1）株式の状況（2025年７月31日現在）

①発行済株式の総数 30,539,900株
②株主数 8,577名
③大株主の状況

株 主 名 持株数(株) 持株比率(％)

矢 吹 満 13,218,600 44.82

株 式 会 社 プ リ マ ベ ー ラ 2,399,600 8.14

田 中 成 奉 1,210,000 4.10

株 式 会 社 ハ ウ ス セ ゾ ン 1,115,000 3.78

井 元 喜 一 722,000 2.45

佐 藤 隆 子 452,000 1.53

瀬 尾 美 美 432,900 1.47

株 式 会 社 翔 栄 428,400 1.45

桑 畑 智 400,000 1.36

野村信託銀行株式会社（投信口） 265,800 0.90

(注）当社は、自己株式 1,047,160株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は、自己株式（1,047,160株）を控除して計算しております。

（2）新株予約権等の状況
①当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2025年７
月31日現在）

該当事項はありません。
②当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。
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③その他新株予約権等の状況
当社は2024年６月28日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当による新株予約権を

発行しております。

新株予約権の個数
30,598 個
第３回新株予約権 13,333 個
第４回新株予約権 6,154 個
第５回新株予約権 11,111 個

新株予約権の目的となる株式の種類と数

普通株式3,059,800株
（新株予約権１個につき100株）
第３回新株予約権 1,333,300株
第４回新株予約権 615,400株
第５回新株予約権 1,111,100株

新株予約権の払込金額
総額 5,555,297 円
第３回新株予約権１個につき 310 円
第４回新株予約権１個につき 139 円
第５回新株予約権１個につき 51 円

行使価額及び行使価額の修正条件

第３回新株予約権 450 円
第４回新株予約権 650 円
第５回新株予約権 900 円
本新株予約権については、いずれも行使価額の修
正は行われません。なお、株式分割等の一定の事
由が生じた場合には、本新株予約権の行使価額
は、本新株予約権の発行要項に従って調整される
ことがあります。

権利行使期間 2024年７月17日から2027年７月16日まで

行使の条件 本新株予約権の一部行使は認められない。

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当
の方法により発行されるものであり、かつ本買受
契約において譲渡制限が付されており、当社の事
前の承諾がない限り、割当予定先から第三者へは
譲渡されません。

割当先 Cantor Fitzgerald Europe
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（3）会社役員の状況
①取締役の状況（2025年７月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長兼社長 矢 吹 満 株 式 会 社 麻 布 ビ ル デ ィ ン グ

ランド・キャピタルパートナーズ株式会社
代 表 取 締 役 社 長
代 表 取 締 役 社 長

取締役専務執行役員 安 田 俊 治

管 理 担 当
株 式 会 社 明 豊 プ ロ パ テ ィ ー ズ
株式会社ハウスセゾンエンタープライズ
株 式 会 社 協 栄 組
株 式 会 社 明 豊 エ ン ジ ニ ア リ ン グ

取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役

取 締 役 執 行 役 員 吉 田 茂 樹
営 業 本 部 長
株 式 会 社 協 栄 組
株 式 会 社 明 豊 プ ロ パ テ ィ ー ズ
株 式 会 社 明 豊 エ ン ジ ニ ア リ ン グ

代 表 取 締 役
取 締 役
取 締 役

取締役（監査等委員） 萱 野 唯 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 パ ー ト ナ ー

取締役（監査等委員） 山 本 泰 史 株 式 会 社 大 入 物 産
カタリスト・インベストメント・グループ株式会社

代 表 取 締 役
取 締 役

取締役（監査等委員） 松 本 悠 平 株 式 会 社 Seibii 取 締 役
（注） １．取締役の萱野唯氏、山本泰史氏および松本悠平氏は、社外取締役であります。

２．当社は特定監査等委員を定め、執行役員会への出席等を通じて情報の収集を行うほか、内部監査部
門から定期的にヒアリングを行い、監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選
定しておりません。

３．当社は、取締役の萱野唯氏、山本泰史氏および松本悠平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、同取引所に届け出ております。

4．取締役島村和也氏は、2024年10月24日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって辞任いたし
ました。
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②取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年２月25日の取締役会にて取締役（監査等委員である取締役を除く。）、

監査等委員会にて社外役員それぞれの個人別の報酬等内容にかかわる決定方針を決議して
おります。
当社の役員報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、取締役

会により代表取締役への委任としております。なお、当社の役員報酬は、固定報酬のみと
しており、業績連動報酬は採用しておりません。
受任者は代表取締役会長兼社長矢吹満氏であります。委任された権限は、株主総会で決

議された報酬限度額の範囲においての各取締役の職務と責任及び実績ならびに経営環境等
を勘案しての各取締役の報酬の決定に関する一任であります。委任理由は、当社の取締役
の任期は１年とさせていただいており、代表取締役は全体を俯瞰できる立場から各取締役
の職務と責任及び実績ならびに経営環境等を鑑みて、各取締役の報酬の決定ができるため
であります。また各取締役の遅滞なき活躍を動機付けるためでもあります。なお、代表取
締役は、報酬の決定にあたり、監査等委員会の意見を聞き充分に検討を行っております。
以上により取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が

決定方針に沿うものであると判断しております。
各監査等委員の報酬額は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うこと

から、会社の業績に影響を受けない定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議
により決定します。

③取締役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（監 査 等 委 員 を 除 く ) 3名 117百万円

(うち社外取締役分) (−)名 (−)百万円
取 締 役（監査等委員) 4名 12百万円

(うち社外取締役分) (4)名 (12)百万円
合 計 7名 129百万円

(うち社外役員) (4)名 (12)百万円
（注） １．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2015年10月29日開催の定時株主総会において年額

200百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除
く。）の員数は６名です。

２．監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年10月29日開催の定時株主総会において年額20百
万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は
３名です。
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④役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、会社法第

430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険
者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けるこ
とによって生ずることのある損害について、填補することとしております。ただし、法令
違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、
一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険
料負担はありません。

⑤社外役員に関する事項
社外取締役（監査等委員）
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

当社の社外役員に関する重要な兼職先につきましては、「(3)会社役員の状況」に記
載のとおりでありますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ．会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない役員との親族
関係

該当事項はありません。
ハ．当事業年度における主な活動状況

取締役会および監査等委員会への出席状況
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社 外 取 締 役
（監 査 等 委 員 )

萱 野 唯

当事業年度開催された取締役会27回のうち27回、監査等委
員会12回のうち12回に出席いたしました。弁護士としての職
歴を通じて法律に関する専門家として、議案・審議等について、
必要な発言を適宜行うことにより、社外取締役として期待され
る取締役や幹部役員の業務執行の監督等の役割を適切に果たし
ております。

山 本 泰 史

当事業年度開催された取締役会27回のうち26回、監査等委
員会12回のうち12回に出席いたしました。複数の企業で培っ
た経験と幅広い見識で客観的な立場から議案・審議等について、
必要な発言を適宜行うことにより、社外取締役として期待され
る取締役や幹部役員の業務執行の監督等の役割を適切に果たし
ております。

松 本 悠 平

当事業年度開催された取締役会27回のうち26回、監査等委
員会12回のうち11回に出席いたしました。複数の企業で培っ
た経験と幅広い見識で客観的な立場から議案・審議等について、
必要な発言を適宜行うことにより、社外取締役として期待され
る取締役や幹部役員の業務執行の監督等の役割を適切に果たし
ております。

ニ．責任限定契約の内容の概要
当社と各監査等委員である取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は、法令が定める金額としております。
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（4）会計監査人の状況
①名称

城南監査法人
②報酬等の額

支払額

1. 当事業年度に係る報酬等の額 23百万円
2. 当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額 23百万円

（注）１． 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分ができませんので、当事業年度に係る
報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２． 当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を参考
に、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人
の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬の見積り根拠などを検討した
結果、会社法第399条第１項の同意をしております。

③会計監査人の解任または不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人に会社法第340条第１項各号のいずれかに該当する事由が

認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計
監査人がその職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会が株
主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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（5）業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
会社法第362条第４項第６号に基づいて実行する当社の内部統制システムの構築ならび

に会社法施行規則第100条に定める内部統制システムの体制整備についての決議の内容の
概要は以下のとおりであります。

①取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役は、取締役会を通じて、相互に他の取締役の業務執行の監督を行っている。ま

た、監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有し、監査等委員でない取締
役とは独立した立場での意見陳述や、監査等委員会規程および監査計画に基づき実施する
監査を通じて、監査等委員でない取締役の職務執行が法令・定款を遵守して行われている
かの適法性チェックを行っている。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会、執行役員会等の重要な会議での意思決定に関する記録や、その他取

締役の職務の執行に係る重要な文書や情報を、法令や社内規程に従って適切に保存・管理
し、必要に応じて運用状況の検証、見直しを行っている。また、意思決定を書面にて行っ
た場合は、稟議規程に定める作成手順と保存方法により管理している。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役は、リスク管理のための体制や施策等を整備する権限と責任を有しており、これ

に従い、代表取締役直轄の内部監査室、管理部に法務部門を設置し、法令遵守に関する指
導や損失リスクを未然に回避するチェックを担当させている。また、当社ならびにその子
会社に事業活動上の重大な事態が発生した場合には、緊急対策協議会を招集、迅速な対応
を行い、損失・被害を最小限にとどめる体制を整える。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
毎月１回取締役会を開催し、法令および取締役会規程に定める重要事項の決定と取締役

の職務執行状況の監督を行う。また、職務執行上の意思決定機関として執行役員会を設置
することで、取締役会の機能を監督機能に重点化させ、職務執行の効率化と取締役会のチ
ェック機能を強化している。執行役員会は、取締役、当社子会社の取締役および必要相当
以上の役職者で構成、月１回以上開催し、重要事項を審議・検討のうえ職務執行上の意思
決定を機動的に行うとともに、情報の共有化を図っている。
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⑤当社ならびにその子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制

当社ならびにその子会社は、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程、倫理規程を整備
し、各役職者の権限および責任の明確化を図り、適法・適正かつ効率的な職務の執行が行
われる体制を構築している。
また、当社ならびにその子会社は代表取締役直轄の内部監査室を設置する。内部監査室

は、内部監査規程に基づき業務全般に関し、法令、定款および社内規程の遵守状況、職務
執行の手続および内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、代表取締役、取締
役会および監査等委員会に対し、その結果を報告する。さらに、内部監査室は、内部監査
により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップを実施する。
当社ならびにその子会社は、内部通報制度運用規程に従い、法令違反その他コンプライ

アンスに関する問題の早期発見、是正を図るための通報または相談の適正な処理の仕組み
を定めている。

⑥当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社の管理は、関係会社管理規程に従っており、その経営状況に関する情報は随時当

社の執行役員会に報告され、その経営にかかる重要な意思決定には当社の意思が反映され
る体制となっている。また、当社の監査等委員である取締役による監査ならびに内部監査
室による定期的な内部監査は子会社もその対象としており、それぞれ監査の結果は当社の
取締役会ならびに監査等委員会に報告される体制とする。

⑦監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性
に関する事項

当社は、当社の規模から、当面、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置かない。
ただし、内部監査室は、監査等委員会から調査の委嘱を受け監査等委員会の職務を補助す
るものとし、さらに監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会と協議のうえ合理的な
範囲で専任の使用人を配置しその職務を補助させることとする。なお、当該使用人の任
命・異動等に関しては監査等委員会の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保す
る。
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⑧取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報
告に関する体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、法令、監査等委員会規程および監査等委員会監査基準に則り、取締役
の職務執行の監査を実施する。
監査の実効性を確保し、監査等委員会への適正な報告を確保するため、監査等委員であ

る取締役は取締役会への出席の他、執行役員会に出席し、経営上の重要情報について適時
報告を受け、意見陳述できる体制とするとともに、重要な議事録、稟議書等の社内文書に
ついてはその判断に基づき随時閲覧でき、必要な場合には取締役および使用人に説明を求
める権限を持つ。
また、監査等委員会は内部監査室と情報を共有し、会計監査人と連携して、さらに社内

の組織を利用して、取締役および使用人の業務の適法性・妥当性につき効率よく調査を行
える体制とする。
使用人は、監査等委員会に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。

イ．当社に著しい損害をおよぼすおそれがある事実
ロ．重大な法令または定款違反事実

⑨監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その
他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針

監査等委員である取締役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求
をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査
等委員である取締役の職務執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用ま
た債務を処理する。

⑩財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切

な提出のため、代表取締役の指示の下、内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組
みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商
品取引法および関係法令等との適合性を確保する。
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⑪反社会的勢力との関係遮断
イ. 暴力団・総会屋等の反社会的活動・暴力・不当な要求等をする人物および団体に対し
ては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。

ロ. 万一、反社会的勢力が攻撃してきた場合にも、これに屈せず断固として拒否し、「反
社会的勢力による被害防止対応マニュアル」に基づき、的確に対応する。
また内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況は以下のとお

りであります。
当社ならびにその子会社は、管理部を中心に、コンプライアンス・マニュアル（倫理

規程）の社内周知徹底、インサイダー取引の禁止に関する社内研修を行う等、時代の求
めに応じた内部管理体制の確立を目指しており、社員教育もこのことを念頭に置き実施
しております。これらを通じてコンプライアンスの強化・徹底を図っていくことで、内
部管理体制のさらなる充実に引き続き努める所存であります。
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（6）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社における「業務の適正を確保するための体制の運用状況」の概要は以下のとおりで

す。
当社は業務の適正を確保するための体制の運用状況を定期的に取締役会に報告し、必要

に応じて適宜見直しを行っております。
①コンプライアンス体制の基礎として企業行動憲章たる「行動指針」をあらゆる行動の規範
としてコンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、当社ならびにその子
会社の役職員を対象とした研修を１回実施しました。また、管理部を主管部署として内部
統制システムの構築・維持・向上を図るとともに、必要に応じて各担当部署にて、規則・
ガイドライン・マニュアル等を策定し、運用状況の評価等を実施しました。

②内部監査部門として内部監査室に内部監査機能を持たせるとともに、コンプライアンスの
統括部署として、管理部にその機能を持たせ、年間監査計画に基づいて監査を12回実施
いたしました。

③監査等委員である取締役は、必要に応じて内部監査室長に対して内部監査に関する調査を
求めることができ、会計監査人とも定期的に情報交換を行っております。

④取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発
見した場合には、直ちにコンプライアンス委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会
において報告するものと定めておりますが、当事業年度における当該報告がなかったこと
を確認しております。

⑤法令違反その他のコンプライアンスに関する問題についての社内報告体制として、法務部
門長及び監査等委員である取締役を情報受領者とする社内通報システムを整備し、「内部
通報制度運用規程」に基づきその運用を行うこととし、当事業年度において、当該問題を
理由とする報告は認められませんでした。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年７月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金 及 び 契 約 資 産
販 売 用 不 動 産
仕 掛 販 売 用 不 動 産
1年内回収予定の長期貸付金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他
無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
長 期 未 収 入 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

26,639,019
5,093,162
707,071
658,886

19,663,952
319

516,117
△490

2,460,079
2,006,763
855,697

1,103,705
14,530
32,829
21,071
432,244
32,712

425,049
365,440
145,232
254,249

△790,440

流 動 負 債 12,474,383
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,246,217
短 期 借 入 金 2,669,000
1年内返済予定の長期借入金 6,414,247
リ ー ス 債 務 3,719
未 払 法 人 税 等 560,182
賞 与 引 当 金 220,808
完 成 工 事 補 償 引 当 金 964
そ の 他 1,359,243

固 定 負 債 7,098,111
長 期 借 入 金 6,829,870
退 職 給 付 に 係 る 負 債 71,335
リ ー ス 債 務 12,624
繰 延 税 金 負 債 100,367
そ の 他 83,914
負 債 合 計 19,572,494

純 資 産 の 部
株 主 資 本 9,516,898
資 本 金 614,403
資 本 剰 余 金 2,010,421
利 益 剰 余 金 7,272,547
自 己 株 式 △380,474

その他の包括利益累計額 4,150
その他有価証券評価差額金 4,150

新 株 予 約 権 5,555
純 資 産 合 計 9,526,604

資 産 合 計 29,099,099 負 債 ・ 純 資 産 合 計 29,099,099
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2024
2025

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 29,796,484
売 上 原 価 24,099,252

売 上 総 利 益 5,697,232
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,323,529

営 業 利 益 3,373,703
営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,098
保 険 金 収 入 12,694
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 9,989
営 業 補 償 金 収 入 37,292
そ の 他 15,038 81,113

営 業 外 費 用
支 払 利 息 554,933
支 払 手 数 料 211,220
そ の 他 4,841 770,995
経 常 利 益 2,683,821

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 78,029 78,029

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 2,249 2,249
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,759,601
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 852,020
法 人 税 等 調 整 額 13,238 865,259
当 期 純 利 益 1,894,341
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 607
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,893,734

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2024
2025

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 614,403 2,014,814 5,732,726 △380,474 7,981,471
当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純利益 − − 1,893,734 − 1,893,734
剰 余 金 の 配 当 − − △353,914 − △353,914
子会社株式の追加取得 − △4,392 − − △4,392
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 − △4,392 1,539,820 − 1,535,427
当 期 末 残 高 614,403 2,010,421 7,272,547 △380,474 9,516,898

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 3,350 3,350 5,555 7,990,376
当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純利益 − − − 1,893,734
剰 余 金 の 配 当 − − − △353,914
子会社株式の追加取得 − − − △4,392
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 800 800 − 800

当 期 変 動 額 合 計 800 800 − 1,536,227
当 期 末 残 高 4,150 4,150 5,555 9,526,604
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
Ⅰ 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

Ⅱ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ４社
連結子会社の名称 株式会社明豊プロパティーズ

株式会社ハウスセゾンエンタープライズ
株式会社協栄組
株式会社明豊エンジニアリング

主要な非連結子会社の名称 東京明豐開發股份有限公司
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連
結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連
結範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
持分法適用会社の数 該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち株式会社協栄組の決算日は９月30日であります。連結計算書類の作成にあたっては、６

月30日現在の仮決算に基づく計算書類を使用しております。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引に
ついては、必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの …… 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

市場価格のない株式等 …… 移動平均法による原価法
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②棚卸資産の評価基準及び評価方法
イ．販売用不動産、
仕掛販売用不動産

……… 個別法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

ロ．貯 蔵 品
(流動資産「その他」に含む)

……… 移動平均法による原価法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産 定率法
（リ ー ス 資 産 除 く）ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法に
よっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ７〜50年

②無形固定資産 定額法
（リ ー ス 資 産 除 く）ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の損失に備えるため、過去の実績等を勘案して見積った金額を計上しており

ます。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①不動産開発事業
不動産開発事業においては、共同事業及び自社単独によるマンション分譲を行っております。自社単

独マンション分譲は顧客に財を引き渡した時点で履行義務は充足されると考え、当該時点で収益を認識
しております。

2025年09月25日 13時12分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 35 ―

②不動産賃貸事業
不動産賃貸事業においては、住宅・事務所及び店舗等の賃貸並びに他者所有不動産に係る契約関連業

務及び建物管理業務を行っております。なお、住宅・事務所及び店舗等の賃貸に係る収益は「リース取
引に関する会計基準」に従って認識しております。契約関連業務及び建物管理業務は入退去等契約の完
了した時点で、建物管理業務はサービスの提供が完了した時点で、それぞれ履行義務は充足されると考
え、当該時点で収益を認識しております。
③不動産仲介事業
不動産仲介事業においては、不動産開発事業に関連し発生するマンション用地等の仲介を行っており

ます。仲介事業は顧客における売買契約の成立時点で履行義務は充足されると考え、当該時点で収益を
認識しております。
④建設事業
建設事業においては、工事請負、リフォーム工事の施工を行っております。当該事業は工事の進捗に

従って当社の履行義務は充足されると考え、一定の期間にわたって収益を認識しております。ただし、
契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合に
は、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

（5）その他連結計算書類作成のための重要な事項
①繰延資産の処理方法
新株予約権発行費は支出時に全額費用処理しております。

②控除対象外消費税等の会計処理
固定資産に係る控除対象外消費税等は、一括して投資その他の資産の「その他」に計上して５年間均

等償却し、販売費及び一般管理費に計上しております。
③退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己要支

給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

Ⅲ 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

Ⅳ 表示方法の変更に関する注記
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「保険金収入」（前連結会計

年度500千円）については、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。
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Ⅴ 収益認識に関する注記
（1）収益の分解

当社及び連結子会社は、不動産開発事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業、建設事業、その他の事業
を営んでおります。不動産開発事業の主な財又はサービスの種類と売上高は、当社の主要ブランドである
『EL FARO』『MIJAS』 18,082,842千円及びその他の分譲売上 6,292,021千円であります。不動産賃
貸事業の主な財又はサービスの種類と売上高は、契約関連業務及び建物管理業務 548,125千円でありま
す。不動産仲介事業の主な財又はサービスの種類と売上高は、仲介業務 54,016千円であります。建設事
業の主な財又はサービスの種類と売上高は、工事請負及びリフォーム工事 3,667,713千円であります。

（2）収益を理解するための基礎となる情報
「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等４．会計方針に関する事項(4)重要

な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
（3）当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①契約資産及び契約負債の残高等
当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重要な変動は発生し

ていないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、
当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が

１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との
契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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Ⅵ 会計上の見積りに関する注記
１．不動産開発事業に関する販売用不動産及び仕掛販売用不動産の評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度

販売用不動産 658,886千円

仕掛販売用不動産 19,663,952千円

棚卸資産の簿価切下げ額 −千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループでは、販売用不動産等について、当連結会計年度末における帳簿価額と正味売却価額のい

ずれか低い方の金額で評価しており、また、正味売却価額は売価から見積追加工事原価及び見積販売直接
経費（以下「見積追加コスト」という。）を控除することにより算定しております。
正味売却価額の算定に当たっては、売価については、売買契約締結済みの物件では契約金額を使用し、

売買契約未締結の物件の場合は当該物件を賃貸に供した場合に得られると見積もられる収入（以下「予測
賃貸収入」という。）を期待利回りで割り戻すことにより算定した金額を使用し見積りを行っております。
当該見積りには、販売エリアの販売単価及び当社グループの実績に基づく工事単価等の仮定を用いており
ます。
上記の予測賃貸収入及び期待利回りは不動産市況の変化の影響を受け、また、見積追加コストは、主に

開発の遅延等に伴う工事原価の変動の影響を受けることから、販売用不動産等に関する評価損の計上が必
要と判断された場合の連結計算書類に対する影響は重要となる可能性があります。
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Ⅶ 連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 386,153千円

２．担保に供している資産及びこれに対応する債務
（1）担保に供している資産

現金及び預金 205,000千円
仕掛販売用不動産 19,206,003千円
建物及び構築物 678,780千円
土地 1,006,359千円

計 21,096,144千円

（2）上記に対応する債務
短期借入金 2,234,000千円
１年内返済予定の長期借入金 6,342,535千円
長期借入金 6,582,022千円

計 15,158,557千円

Ⅷ 連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式
普通株式 30,539,900 − − 30,539,900

自己株式
普通株式 1,047,160 − − 1,047,160

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

1株当たり配当額
(円) 基準日 効力発生日

2024年10月24日
定時株主総会 普通株式 191,702 6.50 2024年7月31日 2024年10月25日

2025年３月17日
取締役会 普通株式 162,210 5.50 2025年１月31日 2025年3月28日
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（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額
(千円)

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年10月23日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 191,702 6.50 2025年7月31日 2025年10月24日

３．当連結会計年度末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 3,059,800株

Ⅸ 金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業計画及び設備投資計画に基づき、必要な資金を主に銀行等金融機関からの借入に
より調達しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主として株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。
長期貸付金及び長期未収入金は、従業員に対する長期貸付金と取引先に対する長期貸付金及び長期未収

入金であります。取引先に対する長期貸付金及び長期未収入金(以下、「長期債権」という。)は、中国にお
いて不動産開発事業に出資をしている取引先に対する債権であり、中国経済の減速、カントリーリスク及
び当該不動産開発事業の進捗状況等による回収懸念リスク及び取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
借入金の使途は主に棚卸不動産の取得資金であり、一部の長期借入金は金利変動リスクに晒されており

ます。
（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、営業債権については、当社グループ社内管理規程に沿ってリスク低減を図っておりま

す。また、各部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理す
るとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
長期債権については、中国経済の動向及びカントリーリスクの分析、中国における不動産開発事業の進

捗状況の把握、及び取引先の財務諸表を入手し財務状況等の分析を行うことにより、回収懸念の早期把握
を行い、取締役会及び執行役員会に報告しております。
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②市場リスク（株価や金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

し取締役会に報告しております。また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直し
ております。
借入金については、金融機関ごとに借入金利の一覧を作成し、借入金利の変動状況をモニタリングして

おります。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき管理部財務グループが適時に資金繰計画を作成・更新する

とともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2025年７月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。
（単位:千円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
投資有価証券
その他有価証券 18,650 18,650 −

長期債権
長期貸付金

（1年以内回収予定の長期貸付金を含む） 425,369

長期未収入金 365,440
貸倒引当金（※2） △790,440

369 370 0
資産計 19,019 19,020 0

長期借入金
（１年内返済予定の長期借入金を含む） 13,244,117 13,111,331 △132,785

負債計 13,244,117 13,111,331 △132,785
（※1）「現金及び預金」「売掛金及び契約資産」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、現金であ

ること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。

（※2）長期貸付金及び長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（※3）市場価格のない株式等は「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表

計上額は以下のとおりであります。
区分 連結貸借対照表計上額

関係会社株式 14,062千円
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３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品
（単位：千円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式 18,650 − − 18,650

資産計 18,650 − − 18,650

（２）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品
（単位：千円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期債権 − 370 − 370
資産計 − 370 − 370

長期借入金 − 13,111,331 − 13,111,331
負債計 − 13,111,331 − 13,111,331

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式は主に取引所の価格によっており、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期債権(長期貸付金及び長期未収入金)
長期貸付金のうち、「従業員に対する長期貸付金」の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を

行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
その他の長期貸付金及び長期未収入金については、貸倒懸念債権であり、担保及び債務者の財務内容に基づ

く回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しております。
これらについては算定された時価はレベル２の時価に分類しております。
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長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い

て算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

Ⅹ １株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 322円83銭

２．１株当たり当期純利益 64円21銭

Ⅺ 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

Ⅻ その他の注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2025年７月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
販 売 用 不 動 産
仕 掛 販 売 用 不 動 産
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
長 期 未 収 入 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

25,217,497
4,034,541
608,063

19,608,334
318

175,417
17,972
1,471

771,376
1,782,452
797,268
319,698
19,115
9,679

440,718
8,055
5,632
5,632

979,550
32,712

725,169
425,000
365,440
92,570

129,098
△790,440

流 動 負 債
買 掛 金
短 期 借 入 金
１年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
前 受 金
預 り 金
賞 与 引 当 金
未 払 法 人 税 等
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
預 り 保 証 金

12,554,214
266,682

4,014,000
6,729,908

2,314
241,344
16,702

654,175
23,175

151,278
433,048
21,585

6,123,162
6,056,072

6,797
60,292

負 債 合 計 18,677,376
純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,312,866
資 本 金 614,403
資 本 剰 余 金 2,003,316
資 本 準 備 金 514,403
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,488,913
利 益 剰 余 金 6,075,621
利 益 準 備 金 25,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,050,621
繰 越 利 益 剰 余 金 6,050,621

自 己 株 式 △380,474
評 価 ・ 換 算 差 額 等 4,150
その他有価証券評価差額金 4,150

新 株 予 約 権 5,555
純 資 産 合 計 8,322,572

資 産 合 計 26,999,949 負 債 ・ 純 資 産 合 計 26,999,949
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2024
2025

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 24,559,023
売 上 原 価 20,200,725

売 上 総 利 益 4,358,298
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,498,545

営 業 利 益 2,859,752
営 業 外 収 益

受 取 利 息 12,101
受 取 配 当 金 102,869
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 10,000
そ の 他 2,326 127,297

営 業 外 費 用
支 払 利 息 555,412
支 払 手 数 料 210,110
そ の 他 22 765,545
経 常 利 益 2,221,505

税 引 前 当 期 純 利 益 2,221,505
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 640,385
法 人 税 等 調 整 額 △3,494 636,891
当 期 純 利 益 1,584,614

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2024
2025

年
年

８
７

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 614,403 514,403 1,488,913 2,003,316 25,000 4,819,921 4,844,921

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 − − 1,584,614 1,584,614

剰 余 金 の 配 当 − − △353,914 △353,914

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) − − −

当 期 変 動 額 合 計 − − − − − 1,230,699 1,230,699

当 期 末 残 高 614,403 514,403 1,488,913 2,003,316 25,000 6,050,621 6,075,621

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △380,474 7,082,166 3,350 3,350 5,555 7,091,072

当 期 変 動 額
当 期 純 利 益 − 1,584,614 − 1,584,614
剰 余 金 の 配 当 − △353,914 − △353,914

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) − 800 800 − 800

当 期 変 動 額 合 計 − 1,230,699 800 800 − 1,231,499

当 期 末 残 高 △380,474 8,312,866 4,150 4,150 5,555 8,322,572

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
Ⅰ 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

Ⅱ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
子 会 社 株 式 及 び
関 連 会 社 株 式

………移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの ………決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）

市場価格のない株式等 ………移動平均法による原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 販 売 用 不 動 産、
仕掛販売用不動産

………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）

②貯 蔵 品 ………移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産 定率法
（リ ー ス 資 産 除 く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ８〜50年
工具器具備品 ４〜15年

（2）無形固定資産 定額法
（リ ー ス 資 産 除 く） ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。
（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

４．重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）不動産開発事業

不動産開発事業においては、共同事業及び自社単独によるマンション分譲を行っております。自社単独
マンション分譲は顧客に財を引き渡した時点で履行義務は充足されると考え、当該時点で収益を認識して
おります。

（2）不動産賃貸事業
当社における不動産賃貸事業に係る収益は「リース取引に関する会計基準」に従って認識しておりま

す。
（3）不動産仲介事業

不動産仲介事業においては、不動産開発事業に関連し発生するマンション用地等の仲介を行っておりま
す。仲介事業は顧客における売買契約の成立時点で履行義務は充足されると考え、当該時点で収益を認識
しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）繰延資産の処理方法

新株予約権発行費は支出時に全額費用処理しております。
（2）消費税等の会計処理

固定資産に係る控除対象外消費税等は、一括して投資その他の資産の「その他」に計上して５年間均等
償却し、販売費及び一般管理費に計上しております。
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Ⅲ 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

Ⅳ 収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
「Ⅱ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ４．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで

あります。

Ⅴ 会計上の見積りに関する注記
1．不動産開発事業に関する販売用不動産及び仕掛販売用不動産の評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度

販売用不動産 608,063千円

仕掛販売用不動産 19,608,334千円

棚卸資産の簿価切下げ額 −千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社では、販売用不動産等について、当事業年度末における帳簿価額と正味売却価額のいずれか低い方

の金額で評価しており、また、正味売却価額は売価から見積追加工事原価及び見積販売直接経費（以下
「見積追加コスト」という。）を控除することにより算定しております。

正味売却価額の算定に当たっては、売価については、売買契約締結済みの物件では契約金額を使用し、
売買契約未締結の物件の場合は当該物件を賃貸に供した場合に得られると見積もられる収入（以下「予測
賃貸収入」という。）を期待利回りで割り戻すことにより算定した金額を使用し見積りを行っております。
当該見積りには、販売エリアの販売単価及び当社グループの実績に基づく工事単価等の仮定を用いており
ます。
上記の予測賃貸収入及び期待利回りは不動産市況の変化の影響を受け、また、見積追加コストは、主に

開発の遅延等に伴う工事原価の変動の影響を受けることから、販売用不動産等に関する評価損の計上が必
要と判断された場合の計算書類に対する影響は重要となる可能性があります。
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Ⅵ 貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 47,540千円

２．担保に供している資産及びこれに対応する債務
（1）担保に供している資産

現金及び預金 200,000千円
仕掛販売用不動産 19,206,003千円
建物 281,049千円
構築物 19,115千円
土地 437,750千円

計 20,143,918千円

（2）上記に対応する債務の金額
短期借入金 2,234,000千円
１年内返済予定の長期借入金 6,297,520千円
長期借入金 5,920,360千円

計 14,451,880千円

３．関係会社に対する金銭債権債務
区分掲記したものを除き関係会社に対する金銭債権債務は以下のとおりであります。
短期金銭債権 662,416千円
短期金銭債務 1,957,383千円
長期金銭債務 60,292千円

４．保証債務
下記の連結子会社の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。
株式会社明豊プロパティーズ 147,600千円
株式会社協栄組 45,830千円
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Ⅶ 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引
売上高 66,361千円
仕入高 5,278,280千円
その他事業原価 45,400千円
報酬費用 310,916千円

営業取引以外の取引
受取配当金 102,000千円
受取利息 10,705千円
支払利息 25,216千円

Ⅷ 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

自己株式
普通株式 1,047,160 − − 1,047,160

Ⅸ 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（繰延税金資産）
貸倒引当金 249,056千円
投資有価証券 14,761千円
その他 84,666千円
繰延税金資産小計 348,484千円
評価性引当額 △255,913千円
繰延税金資産合計 92,570千円
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Ⅹ 関連当事者との取引に関する注記
（１）子会社等

（単位：千円）

属性 会社等の名称
議決権
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 ㈱明豊プロパ
ティーズ

直接
100％

役員の兼任
資金の借入
債務保証

資金の借入
（注）1 125,000 短期借入金 575,000

借入の弁済 100,000 ― ―

利息の支払
（注）1 15,154 ― ―

配当金の受取
（注）２ 102,000 ― ―

債務保証
（注）３ 147,600 ― ―

子会社
㈱ハウスセゾ
ンエンタープ
ライズ

直接
100％

役員の兼任
資金の借入

資金の借入
（注）1 320,000 短期借入金 320,000

利息の支払
（注）1 5,849 ― ―

子会社 ㈱協栄組 直接
100.0％

役員の兼任
資金の貸付
債務保証
工事の発注

資金の貸付
（注）1 550,000 短期貸付金 660,000

資金の回収 530,000 ― ―

利息の受取
（注）1 7,347 ― ―

債務保証
（注）５ 45,830 ― ―

工事代金の支払
（注）4 863,783 仕掛販売用不

動産 695,256
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子会社 ㈱明豊エンジ
ニアリング

直接
100％

役員の兼任
資金の貸付
工事の発注

資金の貸付
（注）1 100,000 ― ―

資金の回収 250,000 ― ―

資金の借入
（注）1 850,000

短期借入金 450,000

１年内返済予
定長期借入金 400,000

利息の受取
（注）1 3,357 ― ―

利息の支払
（注）1 4,212 ― ―

工事代金の支払
（注）4 4,641,312 仕掛販売用不

動産 1,694,719

上記金額には消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金の借入及び貸付については、利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

２．配当金の受取については、子会社の株主総会等の機関決定された金額によっております。
３．㈱明豊プロパティーズの金融機関からの金銭消費貸借契約に対して、債務保証を行っております。

なお、債務保証の取引金額は、2025年7月31日の借入残高を記載しております。また、保証料の支
払は受けておりません。

４．工事代金の発注金額及びそれに基づく支払金額については、独立第三者間取引と同様の一般的な取
引条件で行っております。

５．㈱協栄組の金融機関からの金銭消費貸借契約に対して、債務保証を行っております。なお、債務保
証の取引金額は、2025年６月30日の借入残高を記載しております。また、保証料の支払は受けて
おりません。
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（２）役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
（単位：千円）

種類
会社等の
名称

又は氏名

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容 取引金額 科目 期末残高

役員 矢吹 満
当社

代表取締役
会長兼社長

（被所有）
直接 44.82 債務被保証 債務被保証 65,900 − −

上記金額には消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注） 当社の金融機関からの金銭消費貸借契約に対して、債務保証を受けております。なお債務被保証の

取引金額は、2025年7月31日の借入残高を記載しております。また、保証料の支払は行っておりま
せん。

Ⅺ １株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 282円00銭

２．１株当たり当期純利益 53円73銭

Ⅻ 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

ⅩⅢ その他の注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年９月24日

株式会社明豊エンタープライズ
取締役会 御中

城南監査法人
東 京 都 渋 谷 区
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 塩 野 治 夫
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 川 貴 生

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社明豊エンタープライズの2024年８月１

日から2025年７月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社明豊エンタープライズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関す
る指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2025年９月24日
株式会社明豊エンタープライズ
取締役会 御中

城南監査法人
東 京 都 渋 谷 区
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 塩 野 治 夫
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 川 貴 生

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社明豊エンタープライズの2024年８

月１日から2025年７月31日までの第57期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開

示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年８月1日から2025年７月31日までの第57期事業年度における取締役の職務の
執行について監査致しました。その方法及び結果につき以下のとおり報告致します。
１．監査の方法およびその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容
並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施致しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な 事業所において業務及び財産の状況を調査致しま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討致しました。

２．監査の結果
１）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人城南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

３）連結計算書類の監査結果
会計監査人城南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年９月24日
株式会社明豊エンタープライズ監査等委員会

監査等委員長 萱野 唯
監査等委員 山本 泰史
監査等委員 松本 悠平

（注） 監査等委員 萱野唯、山本泰史及び松本悠平は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社
外取締役であります。

以 上
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場 東京都目黒区目黒二丁目10番11号
目黒山手プレイス ９階 明豊エンタープライズ本社 会議室
TEL 03-5434-7650

ルート
徒歩：「目黒駅」（ＪＲ山手線、東急目黒線、地下鉄南北線・三田線）より８分

◎Web株主通信「M ʻs connection」のご案内
当社IRサイトにて、Web株主通信「M ʻs connection」を掲載しております。
当社の魅力をより一層ご理解いただける内容となっております。是非ご覧ください。
アドレス：https://meiho-est.com/ir/ir-ms/
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